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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
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化
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制
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計
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質
問
に
対
す
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一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
日
か
ら
実
施
し
て
い
る
東
北
地
方
の
高
速
道
路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律

第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
地
方
道
路
公
社
の
管
理
す
る
有
料
道

路
の
い
わ
ゆ
る
「
無
料
化
」
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支
援
及
び
復
旧
・
復
興
支
援
を
目
的
と
し
て
、
道
路
整
備
特
別

措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
被
災
者
等
が
使
用
す
る
車
両
に
つ
い
て

料
金
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
て
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
措
置
は
、
多
く
の
被
災
者
等
に
利
用
さ
れ
て
い
る

と
認
識
し
て
い
る
が
、
料
金
所
出
口
で
渋
滞
が
発
生
す
る
な
ど
の
課
題
も
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
地
域
の
要
望
、
交
通
状
況
等
を
十
分
に
勘
案
し
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

高
速
道
路
の
無
料
化
社
会
実
験
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
七
〇
号
）

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
の
第
三
段
落
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
や
雇
用
創
出
、
農
林
水
産
業
の
再
生
な
ど
を
含
め
、
国
に
よ
る
復
興
の
た
め
の
取
組
の
全

体
像
や
復
旧
・
復
興
に
必
要
な
事
業
の
規
模
、
財
源
確
保
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方

針
」
（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
決
定
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。復

旧
・
復
興
に
必
要
な
事
業
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
、
当
初
五
年
間
の
「
集
中
復
興
期
間
」
の
事
業
規
模
を

国
・
地
方
の
公
費
分
で
少
な
く
と
も
十
九
兆
円
程
度
と
見
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
等
及
び
第
二
次
補
正
予
算
に
お
け
る
財
源
に
加
え
、
歳
出
の
削
減
、
国
有
財
産
売
却
の
ほ
か
、

特
別
会
計
、
公
務
員
人
件
費
等
の
見
直
し
や
更
な
る
税
外
収
入
の
確
保
及
び
時
限
的
な
税
制
措
置
に
よ
り
十
三
兆
円
程
度
を

確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


